
参考：信用保証料率と柏崎市の補給率
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融資実行日
から概ね１月
以内に申請

利子補給率や条件など

○対象となる資金
・柏崎市内金融機関の創業向け資金
・日本政策金融公庫の創業向け資金
・新潟県中小企業等創業支援資金

・柏崎市地域産業活性化資金（創業資金のみ）

○補給内容　※創業後5年以内の方が対象
融資額のうち500万円までを補給対象とし、融資利率1％を
超える部分について最大2％までの利子を補給

○補給内容
融資額のうち500万円までを補給対象とし、融資利率の最
大2％までの利子を補給
○特別枠の条件
市が認定する特定創業支援等事業を受けた後6月以内に創
業し、創業後1年以内に対象となる創業資金の借入をした
創業者

〇対象となる資金
・自然災害要件(能登半島地震の影響による借り入れのみ)
・新潟県新型感染症・物価高騰等対策特別融資
・新潟県新型感染症・物価高騰等対策伴走支援型資金

・能登半島地震対応要件

○補給内容
資金ごとに融資額のうち1,000万円までを補給対象とし、
融資利率のうち1％の利子を補給
（新潟県の被災中小企業者二重債務対策利子軽減事業の対
象となる方は申請できません。）

初回申請時期

融資実行日
から概ね１月
以内に申請

※3月実行の
場合3月31日
までに申請

利子補給制度のご案内　（融資申請とは別に、利子補給申請が必要です）

○制度ごとに定めた補給率、補給条件で、利子相当額を補給します。
○利子補給金のお支払いは年１回、年度ごとに利子補給申請等の手続きが必要です。

　　創　業　支　援　資　金
　　利子補給制度（特別枠）

市創業支援等事業計画による
特定創業支援等事業を受けた
者を対象とした重点的支援

創　業　支　援　資　金
　利子補給制度（通常枠）

[市制度融資及び金融機関が
 融資する創業資金が対象]

信用保証料補給制度のご案内（県資金利用時は、市へ届出が必要です）

○信用保証料とは、信用保証をご利用いただく際に中小企業の皆さまにお支払いいただく保証協会利
用の対価です。
○中小企業の皆さまは、市の補給分を差し引いた保証料を融資実行時に金融機関を通じて保証協会に
お支払いいただきます。

保証料補給補給率など

100％補給
※新潟県セーフティネット資金（経営支援枠・自然災害
要件）は能登半島地震の影響により融資を受ける場合
のみ補給対象

一般保証を利用し、その信用保証料率区分が
1区分から6区分となる方

お客様の負担額をおおむね0.95％に抑えるために、区
分ごとに補給率を設定

新潟県セーフティネット資金
 （連鎖倒産防止枠）

新潟県ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ資金（経営支援枠・自然災
害要件※、新型感染症・物価高騰等対策特別融
資要件、能登半島地震対応要件）

柏崎市設備投資促進資金

柏崎市地方産業育成資金

新潟県中小企業創業等支援資金 （第二創
業枠の一般要件・金融機関提案要件（3,500
万円まで）、再チャレンジ枠）

新潟県小規模企業支援資金（一般要件）

新潟県セーフティネット資金
経営支援枠関連融資

利子補給制度

制度の名前

柏崎市地域産業活性化資金(借換資金）

新潟県セーフティネット資金
（経営支援枠・原発稼働停止対応要件）

市への届出

必要

不要

必要

利用する資金名
新潟県小規模企業支援資金
（小口零細企業保証制度要件）

新潟県中小企業創業等支援資金
（創業枠の一般要件・金融機関提案要件
（3,500万円まで））

柏崎市地域産業活性化資金（一般資金）

信用保証料率区分

市信用保証料補給率

お客様の実質負担率


